
甲南大学法科大学院入学試験問題について  

2 0 1 7 年 度 秋 入 学・ 2 0 1 8 年 度 春 入学  

一 般 入 学 試 験 （ A 日 程 ・ 8 月 1 9 日 分 ）  

 

試 験 科 目 ： 民 事 訴 訟 法  

 

1 .  出題 趣旨  

［ １ ］ 合 意 管 轄   管 轄 の 合 意 に つ い て そ の 目 的 ・ 要 件 ・ 効

果を 問う も ので ある 。  

［ ２ ］ 境 界 確 定 訴 訟   形 式 的 形 成 訴 訟 の 代 表 例 と さ れ て い

る 境 界 確 定 訴 訟 に つ い て ， そ の 特 徴 や 通 常 の 訴 訟 事 件 と の 相

違 点 を 問 う も の で あ る 。 最 低 限 ， 判 例 ・ 通 説 に つ い て 説 明 す

るこ とが 必 要で ある 。  

［ ３ ］ 重 複 起 訴 禁 止 の 趣 旨 と 要 件   民 事 訴 訟 法 １ ４ ２ 条 の

趣旨 と要 件 につ いて 基本 的 な理 解を 問う も ので ある 。  

 

 

2 .  採点 実感  

［ １ ］ 合 意 管 轄 に つ い て は ， 民 事 訴 訟 法 １ １ 条 に 言 及 し な い

で 記 述 し て い る 答 案 が あ っ た 。 ま た ， 条 文 の 文 言 を 引 用 す る

だけ でそ の 解釈 につ いて 一 切触 れて いな い 答案 もあ った 。  

［ ２ ］ 境 界 確 定 訴 訟 に つ い て は ， 形 式 的 形 成 訴 訟 で あ る こ と

に は 言 及 さ れ て い た が ， 処 分 権 主 義 の 適 用 が な い こ と ， 弁 論

主 義 の 適 用 が な い こ と ， そ の 具 体 的 な 結 論 な ど に つ い て 必 ず

しも 十分 触 れて いな い答 案 が多 かっ た。  

［ ３ ］ 重 複 起 訴 禁 止 の 趣 旨 と 要 件 に つ い て は ， １ ４ ２ 条 の 趣

旨 は あ る 程 度 説 明 さ れ て い た も の の ， 要 件 の 面 で 当 事 者 の 同

一 性 と い う 主 観 的 要 件 と 訴 訟 物 の 同 一 性 （ こ の 解 釈 に つ い て

は 争 い が あ り ， 最 近 の 有 力 説 は 争 点 が 共 通 す る 場 合 ま で 拡 大

する 。） とい う 客 観的 要件 に 十分 触れ てい な い答 案が あっ た  

 

 

3 .  学習 方法  

答 案 の 記 載 内 容 か ら 判 断 す る 限 り ， 民 事 訴 訟 法 の 基 本 書 を 通

読 し て い な い の で は と い う 印 象 を も っ た 。 定 評 の あ る 基 本 書

１冊 と判 例 百選 には 必ず 目 を通 して おい て ほし い。  

 

 

 

 

 

 

 


